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老人保健制度から後期高齢者医療制度へ

　

４
月
１
日
よ
り
実
施
さ
れ
る
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
。

　

２
月
号
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
老
人
保
健
制
度
の
持
つ
課
題
や
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
実
施
す
る
目
的
、
ま
た
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
「
資
格
」
と
「
保
険
料
」
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
し
た

が
、
３
月
号
で
は
「
給
付
」
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す

給　

付

　

次
の
よ
う
な
場
合
で
医
療
費
の

全
額
を
支
払
っ
た
と
き
、
申
請
に

よ
り
支
払
っ
た
費
用
の
一
部
を
払

い
戻
し
し
ま
す
。

■
急
病
な
ど
で
被
保
険
者
証
を
持

た
ず
に
診
療
を
受
け
た
と
き
。

■
医
師
の
指
示
に
よ
り
、
コ
ル
セ

ッ
ト
や
ギ
ブ
ス
な
ど
の
補
装
具
の

費
用
が
か
か
っ
た
と
き
。

■
医
師
が
必
要
と
認
め
た
、
は
り
、

灸
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
な
ど
の
施
術
を

受
け
た
と
き
。

■
骨
折
や
捻
挫
等
で
柔
道
整
復
師

の
施
術
を
受
け
た
と
き
。

■
海
外
渡
航
中
に
治
療
を
受
け
た

と
き
。

■
手
術
な
ど
で
輸
血
に
用
い
た
生

血
代
。

２
月
号
に

引
き
続
き

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、

老
人
保
健
制
度
と
同
じ
よ
う
に
保

険
医
療
機
関
に
か
か
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
医
療
機
関
等
で
は
被
保

険
者
証
の
提
示
に
よ
っ
て
医
療
の

給
付
の
受
給
資
格
を
確
認
し
ま
す

の
で
、
忘
れ
ず
に
窓
口
へ
被
保
険

者
証
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
後
期
高
齢
者
医
療
で
受

け
ら
れ
る
主
な
給
付
は
下
記
の
と

お
り
で
、
現
行
の
老
人
保
健
制
度

と
同
様
の
給
付
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

病
気
や
け
が
で
お
医
者
さ
ん
に

か
か
る
と
き
の
医
療
費
の
自
己
負

担
割
合
は
１
割
で
す
。
（
現
役
並

み
所
得
者
は
３
割
負
担
）

　

入
院
し
た
と
き
の
食
費
は
１
食

２
６
０
円
（
１
日
３
食
ま
で
）
が

自
己
負
担
分
と
な
り
ま
す
。
住
民

税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、
入
院
の

際
に
標
準
負
担
額
が
減
額
さ
れ
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。　

　

な
お
、
低
所
得
者
Ⅰ
・
Ⅱ
の
方

は
「
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

が
必
要
で
す
。

療
養
の
給
付

入
院
時
食
事
療
養
費

※１低所得者Ⅱ　世帯全員が住民税非課税である方
※２低所得者Ⅰ　世帯全員が住民税非課税であって世帯の所得が一定基準以下の方

所 得 区 分

現役並み所得者、一般（下記以外の方）

過去12か月で90日を超える入院

90日までの入院

低所得者Ⅰ

低所得者Ⅱ

食　　費

２６０円

２１０円

１６０円

１００円

所 得 区 分

現役並み所得者、一般
（下記以外の方）

低所得者Ⅰ

老齢福祉年金受給者

低所得者Ⅱ ３２０円

　　０円

食　　費
（１食当り）

居 住 費
（１食当り）

４６０円

２１０円

１３０円

１００円

※保険医療機関の施設基準等により、４２０円の場合もあります。

　

保
険
が
適
用
さ
れ
な
い
療
養
を

受
け
る
と
、
保
険
が
適
用
さ
れ
る

部
分
が
あ
っ
て
も
全
額
が
自
己
負

担
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
厚
生

労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
や

特
定
の
保
険
外
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い

て
は
、
通
常
の
治
療
と
共
通
す
る

部
分
（
診
察
、
検
査
、
投
薬
、
入

院
料
）
の
費
用
に
つ
い
て
は
保
険

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　　　

自
宅
で
療
養
し
て
い
る
方
が
、

主
治
医
の
指
示
に
基
づ
い
て
訪
問

看
護
師
か
ら
療
養
上
の
お
世
話
や

必
要
な
診
療
の
補
助
を
受
け
た
場

合
、
か
か
っ
た
費
用
の
１
割
が
自

己
負
担
分
と
な
り
ま
す
。
（
現
役

並
み
所
得
者
は
３
割
）

　

※１　「＋１％」は医療費が267,000円を超えた場合、超過額の

　　　１％を追加負担。

※２　（ 　）内は過去12か月以内に３回以上高額療養費の支給

　　　を受け、４回目の支給に該当する場合の限度額。

所得区分

現役並み
所 得 者

一　　般

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

外来の限度額
（個人単位）

44,400円

12,000円

8,000円

8,000円

外来＋入院の限度額
（世帯単位）

80,100円＋１％　※１

（44,400円）　　※２

44,400円

24,600円

15,000円

※平成20年度は経過措置があります。

所得区分

現役並み所得者

一　　般

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

後期高齢者医療制度＋介護保険

670,000円

560,000円

310,000円

190,000円

入
院
時
生
活
療
養
費

特
別
療
養
費

療 

養 

費

高
額
療
養
費

　

１
年
間
（
毎
年
８
月
１
日
か
ら

翌
年
７
月
31
日
ま
で
）
の
医
療
費

の
自
己
負
担
額
と
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
の
自
己
負
担
額
を
合
算
し
た

額
が
限
度
額
を
超
え
た
場
合
は
、

超
え
た
額
が
高
額
介
護
合
算
療
養

費
と
し
て
払
い
戻
し
し
ま
す
。

平
成
２０
年
４
月
新
設

　

療
養
病
床
に
入
院
し
た
と
き
は
、

食
費
と
居
住
費
に
か
か
る
費
用
の

う
ち
決
め
ら
れ
た
負
担
額
（
標
準

負
担
額
）
が
自
己
負
担
分
と
な
り

ま
す
。

　

な
お
、
低
所
得
者
Ⅰ
・
Ⅱ
の
方

は
「
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

が
必
要
で
す
。

　

被
保
険
者
資
格
証
明
書
（
※
）

の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
が
保
険

医
療
機
関
に
か
か
り
、
医
療
費
の

全
額
を
支
払
っ
た
場
合
、
申
請
に

基
づ
き
支
払
っ
た
額
の
う
ち
自
己

負
担
額
を
除
い
た
額
を
償
還
し
ま

す
。

※
資
格
証
明
書

　

災
害
な
ど
の
特
別
な
理
由
が
な

く
、
１
年
以
上
保
険
料
の
滞
納
が

続
い
た
場
合
に
は
、
被
保
険
者
証

を
返
還
し
て
も
ら
い
「
資
格
証
明

書
」
を
交
付
し
ま
す
。
資
格
証
明

書
の
交
付
を
受
け
た
場
合
、
医
療

機
関
の
窓
口
で
は
い
っ
た
ん
医
療

費
の
全
額
を
支
払
っ
て
い
た
だ
き
、

そ
の
後
各
市
町
窓
口
へ
の
申
請
に

よ
り
、
保
険
給
付
費
相
当
額
の
支

給
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

高
額
介
護
合
算
療
養
費

保
険
外
併
用
療
養
費

訪
問
看
護
療
養
費

４月１日施行

後期高齢者医療制度

合算する場合の自己負担限度額（年額）

　

１
か
月
間
の
医
療
費
が
高
額
に

な
っ
た
と
き
は
、
申
請
に
よ
り
自

己
負
担
額
を
超
え
た
分
を
払
い
戻

し
し
ま
す
の
で
、
市
町
の
窓
口
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
老
人
保

健
法
を
改
正
し
た
法
に
基
づ
き
実

施
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
す
で
に
老

人
保
健
で
申
請
の
あ
る
口
座
情
報

に
つ
い
て
は
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
引
継
ぎ
ま
す
。
な
お
、
低
所

得
者
Ⅰ
・
Ⅱ
の
方
は
「
後
期
高
齢

者
医
療
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
」
が
必
要
で
す
。

（
入
院
時
の
食
事
代
や
保
険
診
療

外
の
差
額
ベ
ッ
ド
代
な
ど
は
支
給

の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
）

※

※２

※１


